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Ⅰ 捷書   

後期高齢者の疾患の特徴は、症状に個人差が大きいことや、慢性疾患が多く、治療が長  

期化しやすいこと等である。実際に、後期高齢者の多くは、日頃から何らかの医療機関に  

通院しており、後期高齢者を日頃から見守る「かかりつけ医」の必要性が高い。そこで、  

本研究会では、   

・後期高齢者の医療におけるかかりつけ医体制の強化   

・かかりつけ医に係る報酬体系の新設  

を提言する。  

1．後期高齢者の医療におけるかかりつけ医体制の強化   

後期高齢者の医療ニーズに的確に応えるためには、かかりつけ医機能の強化を図るべき  

である。ここでいう、かかりつけ医機能とは、以下の6つの機能が統合されたものと考え  

る。   

・地域住民の抱える健康問題について、気軽にいつでも相談に応じる   

・病気や障害の緊急度や重症度などに対応して、相応しい医療機関を紹介する   

・医療機関等が連携し、健康増進・疾病予防から、退院後のリハビリテーションや介  

護サービスとの協力まで、継続したサービスを提供する   

・在宅診療や健康教室を含め、地域の医療、介護、福祉のネットワークを提供する   

・後期高齢者本人や家族・近隣住民に対して、上記の活動について分かりやすく説明  

し、十分な納得を得るとともに、保健・医療に関する適切な情報を提供する   

・患者本人や家族とコミュニケーションをとりながらターミナルケアに対応し、看取  

りを行う   

後期高齢者を対象として、上のようなかかりつけ医機能を円滑に実現するために、在宅  

医療を中心とするかかりつけ医の体制を強化すべきである。具体的には、以下の通り。  

①後期高齢者は、原則として診療所の中からかかりつけ医を選ぶ  

（病気になった場合には、最初にかかりつけ医を受診することを原則とする）  

ー3かかりつけ医は以下のような役割を担う  

一登録された後期高齢者の健康状態の把握と、健康上の相談への対応（例えば、  

健康づくりや保健指導、疾痛予防、介護予防）  

－診察、治療（専門医や病院への紹介を含む）  

－リハビリテーションの指導  

一夕ーミナルケアの対応と看取り  

③かかりつけ医は、登録された後期高齢者が介護保険給付の対象となっても、そのサ   

ービス提供機関・施設と協力しながら、引き続き、かかりつけ医としての役割を果   

たす   



2．かかりつけ医に係る報酬体系の新設   

後期高齢者の医療におけるかかりつけ医体制にふさわしい報酬体系を新設する。具体的  

には以下の通り。  

①登録された後期高齢者の人数に応じた定額払い報酬を導入する   

②後期高齢者におけるかかりつけ医の報酬は、出来高払いと上記定額払いを併用する  

3．効果   

後期高齢者におけるかかりつけ医の体制を強化することによって、以下のような効果が  

期待できる。  

①医療機関に対するフリーアクセス（「いつでも、誰でも、どこでも、どこへでも」）  

の中の「どこへでも」をある程度制限することにより痛診機能が明確になり、効率  

的な医療が提供される。その結果、真に医療を必要とする人に必要な医療が提供さ  

れるようになる  

②後期高齢者におけるQOLの向上が推進される   

③診察から入退院、リハビリテーション、介護サービスとの連携まで含めて、継続的   

な医療が推進される   

以上のように、後期高齢者におけるかかりつけ医の体制を強化して、新たな報酬体系を  

導入し、後期高齢者が病気にかかった場合には最初にかかりつけ医を受診することを原則  

とする。それによって後期高齢者の医療がどのように変化するかを慎重に見守りながら、  

体制や報酬体系のあり方を適宜改善していく。   

なお、かかりつけ医は、後期高齢者だけでなく全世代を対象としても重要な役割を果た  

すと思われるので、かかりつけ医のあり方について、医師教育なども含めて今後幅広く検  

討を進めるべきである。   
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Ⅱ 研究書菓の結果要約   

統計デーータによると、後期高齢者の多くは、普段から何らかの医療機関に通院している。  

また、後期高齢者の疾患は、①症状に個人差が大きく、複数の疾患にかかっているケース  

が多いこと、②慢性疾患が多く、治療が長期化しやすいこと、などの特徴がある。従って、  

後期高齢者を日頃から見守るかかりつけ医の必要性が高い。   

そこで、本研究会では、後期高齢者の医療においてかかりつけ医が果たしていくべき役  

割機能と、それにふさわしい報酬体系のあり方について検討した。  

く1）後期高齢者の医療におけるかかりつけ医の機能と役割   

今後は、診療所が中心となって後期高齢者のかかりつけ医機能を果たしていくべきであ  

る。（後期高齢者のかかりつけ医機能とは、1ページに示した6つの機能の統合された機能  

である。）   

わが国においてはこれまで地域の開業医がかかりつけ医機能を果たすことを求められて  

きたが、今後、改めてかかりつけ医機能の再構築が必要になってきている。   

かかりつけ医の機能を果たすべき診療所と病院外来との役割分担については、日本は欧  

米ほど明確に分かれておらず、唆味な面が多い。今後は、①基本的にはプライマリ・ケア  

は診療所が担う、②最初は、あらかじめ選択された「かかりつけ医」を通じて診療を受け  

る、という原則を明確に打ち出すべきである。そして、後期高齢者におけるかかりつけ医  

機能を円滑に実現するために、かかりつけ医の体制づくりを進めるべきである。   

後期高齢者におけるかかりつけ医の体制を強化することによって、以下のような効果が  

期待される。  

・医療機関に対するフリーアクセス（「いつでも、誰でも、どこでも、どこへでも」）  

の中の、「どこへでも」をある程度制限することにより病診機能が明確になり、  

効率的な医療が提供される。その結果、真に医療を必要とする人に必要な医療が  

提供されるようになる  

・高齢者の尊厳を重視した医療が実践され、QOLの向上がもたらされる  

・後期高齢者における健康維持や疾病予防、保健指導、介護予防などに医師が大き  

な力を発挿して推進することができる  

・日常の診察から、入院、退院、リハビリテーション、介護サービスに至るまで、  

継続的な医療が提供される   

基本的には診療所従事医（開設医ないし勤務医）をかかりつけ医とすべきであるが、大  

都市以外では、近隣に診療所がない場合が少なくない。その場合には、病院従事医をかか  

りつけ医とするなどの配慮も必要である。  

（2）かかりつけ医の報酬体系のあり方  

後期高齢者におけるかかりつけ医体制の強化に対応して、それにふさわしい報酬体系の  
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導入も検討すべきである。   

上述した、かかりつけ医の6つの機能は、出来高払いの枠組みにはおさまらないものが  

多く含まれている。従って、出来高払いではない、新たな報酬体系の導入が必要となる。  

諸外国の例を参考にすると、登録された住民の数に応じてかかりつけ医に報酬が支払われ  

るような報酬体系の導入を検討することが求められる。かかりつけ医には、登録された後  

期高齢者の人数に応じて、1人当たり一定額の報酬を給付することが考えられる。そうな  

ると、現行の出来高払い中心の報酬体系は、出来高払いと上記定額払いを併用する体系と  

なる。   

ヒアリングに訪問したイギリス・デンマーク・オランダでは、かかりつけ医の活動に対  

応して、医療報酬において定額払い報酬が導入されている。（医療報酬全てが定額払いとい  

うわけではなく出来高払いとの併用である。）  
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Ⅲ 研究書業の詳細   

国民生活基礎調査（平成16年）によると、後期高齢者（75歳以上の高齢者）のうち  

7割近い人が何らかの医療機関に通院している。 後期高齢者の疾患の特徴として一般的に  

指摘されているのは、  

・症状に個人差が大きいこと  

・複数の疾患にかかっているケースが多いこと  

・疾患が治りにくく、治療が長期化しやすいこと  

・慢性疾患が多いこと  

・身体的な障害や認知症を伴っていることが多いこと  

であり、後期高齢者を日頃から見守るかかりつけ医の必要性が高い。そこで、後期高齢者  

におけるかかりつけ医が果たしていくべき機能・役割と、その機能・役割にふさわしい報  

酬体系のあり方について検討した。  

図表：年齢階級別にみた通院者率（人口千対。平成16年）  

0  200  400  600  800  

65～74歳   

（資料）厚生労働省「平成16年 国民生活基礎調査」。  
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1．後期高齢者の医療におけるかかりつけ医の機能と役割  

（1）後期高齢者に求められるかかりつけ医機能   

後期高齢者の医療ニーズに的確に応え、かつ、国民皆保険の制度を持続させていくため  

には，、今後、診療所が中心となって後期高齢者のかかりつけ医機能を果たしていくべきで  

ある（，ここで言う、後期高齢者のかかりつけ医機能とは、1ページに示した6つの機能の  

統合された機能である。   

それは、後期高齢者に対して、日頃の健康相談から積極的に関わりを持ち、本人や家族  

が問題を抱えて最初にコンタクトしたときに十分対処して、その後も継続して生活を支援  

していく役割である。わが国においてはこれまで地域の開業医がかかりつけ医機能を果た  

すことを求められてきたが、近年の少子・高齢化による状況の変化、開業医の高齢化や往  

診の減少など医療提供面での変化、医療機関の機能分化の必要性などに対応して、改めて  

かかりつけ医機能の再構築が必要になってきている。  

（2）診療所と病院外来の役割分担   

かかりつけ医の機能を果たすべき診療所と病院外来との役割分担については、日本は欧  

米ほど明確に分かれておらず、曖昧な面が多い。（→次ページ以降の「参考」を参照。）   

今後は、基本的には以下のような診療行為に関する役割分担の理念を明確に打ち出すべ  

きである。その理念というのは、基本的にはプライマリ・ケアは、診療所が担うこと、最  

初は、あらかじめ選択された「かかりつけ医」を通じて診療を受けることである。そして、  

後期高齢者におけるかかりつけ医機能を円滑に実現するために、かかりつけ医の体制づく  

りを進めるべきである。具体的には、患者のファーストアクセスをかかりつけ医にするよ  

う促すとともに、専門医の受診や病院への入院はかかりつけ医の紹介に基づいて行われる  

ようにしたり、退院後もかかりつけ医が診療を引き継げるようにして、かかりつけ医が住  

民の健康状況や医療機関受診をチェックするような仕組みを導入することを検討する必要  

がある。  
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【参考】   

外来（入院外）の診療について、厚生労働省「平成16年 社会医療診療行為別調査」に基づいて概観す  

る。   

疾病全体について、入院外の件数を見ると、一般痛院が1，400万件、診療所が4，300万件であり、  

病院外来の件数は診療所外来の3分の1程度存在している。  

1件当たり点数を比較すると、診療の内容に明確な差があるとは言えず、一般病院と診療所で役割分担が  

明確になっていない状況がうかがわれる。特に、投薬や処置の1件当たり点数は大きな違いが見られない。  

＜受診全体の入院外件数と1件当たり点数（一般病院・診療所別）＞   

図表：入院外の件数  

社会医療診療行為別調査」より作成。  （資料）厚生労働省「平成16年  

図表：入院外の1件あたり点数   

全体   一般病院  診療所   

総数   1，514  1，173   

初・再診   175   268   

指導管理等   69   156   

在宅医療   87   43   

検査   311   160   

画像診断   197   30   

投薬   316   273   

注射   111   46   

リハビリテー・ション   13   g   

13   19   

169   141   

36   20   

3   7   

精神科専門療法      処置      手術      麻酔      放射線治療   12   0   

0   50  100  150   200   250   300   350（点）  

（資料）厚生労働省「平成16年 社会医療診療行為別調査」より作成。  
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【参考】   

入院外の受診率を→般医療・退職者医療・老人保健医療ごとに見たものが下図である。これによると、老  

人の入院外の受診が多いのは、   

・内分泌、栄養及び代謝疾患（糖尿病など）   

・服及び付属器の疾患（白内障など）   

・循環器系の疾患（高血圧性疾患など）   

・消化器系の疾患   

・筋骨格系及び結合組織の疾患  

である。  

図表：疾病分廟別受診率（被保険者100人当たり受診件数）（入院外）  

－－く－一般医療一£ト・退職者医療一読轟老人保健医療  

（件）  

50．00  

45．00  

40．00  

35．00  

30．00  

25．00  

20．00  

15．00  

10．00  

5．00  

0．00   

ブ‾二二‾－－  
チ  

（注）国民健鷹保険事業月報（平成川年5月）に基づいて補正したもの。   

以下では、上記の疾患毎に、前ページの枠組みで一般病院と診療所の状況を比較する。なお、傷病中分類  

のデー一夕が公表されていないため、傷病大分類のデータに基づいて比較を行う。  
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【参考】   

「内分泌、栄養及び代謝疾患」（糖尿病など）について、入院外の件数を見ると、一般病院が134万件、  

診療所が3：！5万件であり、病院外来の件数は診療所外来の2分の1程度存在している。  

1件当たり点数を比較すると、投薬や注射の1件当たり点数は大きな違いが見られない。   

＜「内分泌、栄養及び代謝疾患」（糖尿病など）の入院外件数と1件当たり点数（一般病院・診療所別）＞   

図表：入院外の件数  

Ⅳ内分泌、栄暮及び   一般病院  診療所   
代謝疾患  

件数   1，341，605  3，347，053   

（資料）厚生労働省「平成16年 社会医療診療   

0  1，000．000  2．000，000  3．000．000  4，000．000（件）  

行為別調査」より作成。  

図表：入院外の1件あたり点数  

栄養及び  一般病院  診療所   

牧   1．489  1，439  

125   233  

53   311  

330   101  

461   284  

50   1g  

342   412  

31   32   

－・ソヨン   5   3   

療法   0   0  

50   23  

41   18  

0  l    0  0   

0  100  200  300  400  500（点）  

社会医療診療行為別調査」より作成。  （資料）厚生労働省「平成16年  
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【参考】  

「眼及び付属器の疾患」（白内障など）について、入院外の件数を見ると、一般病院が92万件、診療所が  

58（；万件であり、病院外来の件数は診療所外来の6分の1程度存在している。  

1件当たり点数を比較すると検査の1件当たり点数は大きな違いが見られない。  

＜「眼及び付属器の疾患」（白内障など）の入院外件数と1件当たり点数（一般病院・診療所別）＞   

図表：入院外の件数  

及び付属器の疾  一般病院  診療所  

922，000  5，856，818   

0  1．000．000 2，000，000 3，000，000 4．000，000 5．000，000 6，000，000（件）  

（資料）厚生労働省「平成16年 社会医療診療行為別調査」より作成。  

図表：入院外の1件あたり点数  

及び付属器の疾  一般病院  診療所   

総数   844   695   

再診   121   187   

管理等   8   

医療   2   

340   309   

診断   17   0  

184   107  

3   

ビリテーション   3   0   

科専門療法   0   0  

4   17  

150   65  

4   

線治療   0   0   
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（資料）厚生労働省「平成16年 社会医療診療行為別調査」より作成。  
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